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0Bサ ツ ト ･ス テー トメ ン ト

昭 和 58年 11月 18日



序

1.

葦

1983年 11月 16 日か ら 18日ま で､ 0Bサ

ツ トの 第 一 回 会 議 が ウ ィー ンの ホ- フバ ー グ宮 殿 で開

催 され た ｡

国連 の 前 事 務 総 長 の ワル ト- イ ム博 士 によって 司会

さ れ て ､ 0Bサ ミッ トは 26名 の欝 敬 され ､ 且 つ豊 か
l

な体 験 を も っ た メ ンバ ー か ら成 って お D､ 広 般 な体 験

を夫 々の 能 力 で 結 びつ け ､ 世 界 平 和 と発 展 に関す る重

要 問題 につ い て実 際 的 政 治 ア ク シ ョンを促 進 す る こ と

に同意 した ｡

ウ ィー ン会 議 の参 加 者 は 下 記 の通 b

ワル ト- イ ム 国 連 事 務 総 長

1971 1981

ア ー マ ド ア ヒ ジ ヨ カ メル ー ン共 和 国 大統 領

1960 1982

キルティ ニーデイ ビスタ ネ パ ー ル王 国 首 相

1969 1970

1971 1973

1977 1979

ジヤクー シャ-ン デルマ フ ラ ンス首 相

1969 1972

クリアンサック チヨマナン タ イ首 相

1977 1980



マシアス マインザ チヨナ ザ ン ビア共 和 国首 相

1973

1977

1975

1979

ジェネ フホック

マルコム フレーザー

福 田 魁 天

クル ト フグラー

セリム ホス

マネア マネスク

ミカエル マンリー

--デイ ヌイラ

オルセグン オバサンジョ

- ン ガ リー 閣 僚 会 議 議 長

1967 1975

オー ス トラ リア首 相

1975

日本 首 相

1976

1983

1978

ス イ ス大 統 領

1977 1981

レバソ ン首 相

1976 1980

ル ー マ ニ ア社 会 主 義 共 和 国首 相

1974 1979

ジ ャ マ イ カ首 相

1972 1980

チ･ユニ ジ ア首 相

1970 1988

ナイジェリア連 合軍 事政 権 首席

1976 1979

ミザエル パストラナ ボレロ コ ロ ン ビア大 統 領

1970 1974



カルロス アンドレ ペレ グエネズニラ大 統 領

1974 1979

マリア ド ロアデス ピンクシルゴ

ポル トガル首 相

1979

ミツジヤ リビチッチ

オラ ウルステン

2.

3.

L ゴスラビア社会主義共和国

大 統 領
1

196J9 1971

ス エーーデ ン首 相

1978 1979

種 々の要 務 の た め､会 議 に 参 加 出来 夜か った メ ンバ

- か らウ ィー ンで の 参 加 者 に対 し､ メ ッセー ジが送 ら

れ て 来 た ｡ これ は ､ 英 国 の キ ャ ラ- ン前 首 相 ､ ア ル ゼ

ンチ ンの フ ロンデ イ ツチ元 大 統 領 ､ モ ロ ッコの 7- メ

- ド.オ ス マ ン元 首 相 ､ 西 独 シ -

もの で あ る ｡

ツ ト前 首 相 か らの

オー ス ト リア 国大 統領 ル ドル フ .キル ヒ ./I- レ- ガ

-博 士 は 開会 式 に出席 して､ 0B サ ツ ト- 敬 意 を表

し､ 東 西 南 北 の 最 高級 の政 治 リー ダー が一 堂 に会 して

全 て の 国 の 緊 急 問題 に関 して ア ク シ ョンを求 め る史 上

初 の この新 しい企 画 が成 功 す る よ うオー ス トリア 国民

の念 願 を批 ヨ覆した ｡ 大 きな 国 際 的 緊 張 の高 ま Dに 際 し



て､会議 の メ ンバー は ､ 出席 す る こ と自体 を通 して世 界 各 国

間 の絶 え 間 ない建 設 的 を交 流 と対話 の 必要 性 を 明確 化 した○

4.

5.

6.

ウ ィー ンでの この会 議 中､参 加 者 は オー ス トリア外 相､

エー リツヒ . ランス博 士 と会 見 した ｡ 同外 相 は､ オー ス

トリアを代 表 して OBサ ミ ッ トの活 動 の重 要 性 を強 調 し､

この会 議 の 目標 と努 力 に対 し政 府 が全 面 的 に協 力す る 旨

表 明 した ｡

0Bサ ミッ トは､ そ の諸 目的 を達成す る為 ､ 具 体 的 な

成 果 を 目指 した政 治 的 プ ロセ スを 開 始 させ るた めに､改

新 的 な措 置 を とるO

この 会議 は､ 政 策 審 議 会 と報 道委 員 会 の支 持 を得 て､

適 切 な行動 提 案 を作 成 した後 ､選 ばれ た 国 々に対 してそ

の数 人 の メ ンバ ー か ら成 る使 節 団 を派 遣 す る｡

そ こで､使 節 団 は政 治 的意 思 決 定 者､ そ の他 有 力 を リ

ー ダー 達 に対 して､ 会 議 の提 案 と示嫁 を提 示 す る｡ ま た､

そ の行動計 画 を 明 らか に し､ 普 及 させ る為 種 々の 方策 を

講 ず る｡

会 議 は､ 特 に ミ ッシ ョンの活動 結 果 を調査 す る為 に､

定期 的 に会 合 を 開 き初 期 の提 案 を さ らに前 進 させ ､ ア ク

シ ョンの新 しい 分野 を選 択 す るの に必要 な補 足 的 な措 置



を決定す る｡

7.

8.

9.

0 Bサ ミッ トは､世 界の平 和 が政 治､ 軍事 面 及び経

済 面 の両 方 か らかび やか され て い る との認 識 にた ち､

三 つ の点 に最優 先 慶 を置 くこ とで合 意 した ｡

A) 平 和 と軍縮 の推 進

B) 特 に､金 利 の低 下 と対 外 債 準 問題 の処理 による
I

世 界 経済 の再 活性 化

C) 開発 協 力 の強 化

閉 会 に当 って､ 0Bサ ミッ トは以 下 の最 終 ス テー ト

メン トを採 択 した ｡

0 Bサ ミッ トは､平和､ 開発 に関す る一 連 の重 要 間

題 につい て､

集 中的､且 つ卒 直 を意 見交換 を行 浸 った｡ 軍 縮 の間

題 ､ 世 界 に おけ る緊張 の激 化 及 び世 界経 済 の再 活性化

の問題 には か な Dの時 間が さかれ た｡

10. 会 議 の メンバー は､ 世 界が現 在 ､ 第 二 次世 界大戦以

来 最 大 の危 機 的 状 況 に脅 か され て い る と信 念 を表 明 し

た｡

ll. 会議 は､国 際社 会に対 し､ 主権 と複 雑 人種性 を尊 重

し､ い か 覆 る形 の 内政 干 渉 も行 わぬ よ うア ピー ルす る｡



12. OBサ ミッ トの メンバ ー は､特 に欧州 及びそ の他 にお

け る凡 ゆ る種 類 の軍備 が､全 世 界 の平和 と安 全 を脅 かす

本来 潜在 的危険 が ある こ とを憂慮 し､特 に､現 在 ジ -ネ

- ブで進行 中の軍備 制 限 削減 交渉 の当事 者 に対 し､人類

愛 の観 点か ら効果 的協 定に達 す る よ う全 力 をつ くし､交

渉 の挫 折 を避 け る よ うア ピー ルす る こ とを決 定 した ｡

13. 会議 は､世 界 中の国 々に対 し､現在 凡 ゆ る地 域 に存在

してい る通 常兵 器､ 核 兵 器 の拡 張 を停 止 し､ 腰大 を蓄 積

を削減 す るた め効 果 的措 置 を とる よ う､ 世 界 中の各 国に

ア ピー ル を拡張す る｡

14. 会議 は､ も し欧州 及 び 世 界 の他 の地 域 に甲距 離 ミサ イ

ルが 存在 しない よ うな状 況が 達成 されれ ば､平 和 が大 き

く強化 され るで あろ うとの結論 に達 した ｡

15. O Bサ ツ トの メ ンバー は､ 世 界 の様 々を緊張 の 中心

帯 につ いて調査 し､小 国か ら遠 い大 国の利害 を反映 し､

悪 化 させ られ てい る紛 争 に巻 き こまれ てい る 中東､ ア ジ

了､ 中米 ､ カ リピア ンの開発 に深 い 関心 を表 明 した ｡

16. これ らの地 域 及び そ の他 の世 界各地 域 に於 け る平 和 は､

正 義､ 自由及び人権 が確立 されて始 めて実 現 で きる｡

これ に関 し､ 0Bサ ツ トの メンバー は､継 続 的 な緊



張 と不正 の根 源 と しての人種 差別 制 につい て憂 慮す る

もの で ある｡

17･ 会 議 は､武 器 の輸 出､ 殊 に途 上 国 向 けの 輸 出の制限

を篭要 と考 え る｡

武器 の輸 出は､輸 出国の経済 に利益 を与 え る反面､

輸入 国の安 全 に驚異 を与 え､ 直接 的ま た間接的 にそ
i

の経済 発 展 と社 会 的 進歩 を阻害す る もの で ある｡

18. ′｣＼規模 を偶 発 的事件 によって ひ さか こされ る世 界的

か 医事 を回避す る為､ 会 議 は･､ 効果 的措 置 と最高政 治

レベ ルで の連 絡 の緊密化 によって リス ク を嚢 滅す る こ

との必要 性 を確 認 した ｡

19. O Bサ

第

ツ トは､ 執 行委 員会 が 緊張 を緩 和す る為 に､

必要 且 つ適 切 と思 われ る措 置 を と D､ そ の よ うな行動

に会議 の全 て の メンバー を参 加 させ る よ うに要請 す る｡

二 葦

20. 08サ ミ ッ トは､ 高金 利 水準 が 今 日の世 界経済 の活

性化 に深刻 な影 響 を与 え て お D､ こ の高 金利 水準 は､

主 要先進 国 の大 巾かつ長期 的 な財政 赤 字 の結 果 で ある､

と考 え る｡



世 界経済 におい て､重 要 な役 割 を果 してい る これ らの

先 進 国に対 して､今 日の高 金 利水 準 を下 げ､ 為替 レー ト

の安 定 と整備 を改善 す るために､各 々の赤 字 を削減 す る

努 力を行 な うよ う経 済 ､ 金融政 策 を共 同一 致 させ る こと

を会議 は提 起す る｡

21. OBサ ツ トは ､-近 年 大 巾に増 大 した累積 債 務 を抱 え

てい る開発 途 上 国の現状 に対 し､真 剣 夜懸 念 を表 明す る○

債 務 の負担 は多 くの開尭途 上 国に対 し､極 めて深刻 を

問題 を発 生 させ て お D､現 状 下 では債務 不履 行 の可能 性

は切 迫 して い る｡

開発途 上世 界の主 要 国が不履行 を起 こ した とす れ ば､

国 際金 融 と銀行 システ ムに与 え る影 響 は大 きい ｡

22. O Bサ ミッ トは､債務 国 によって は国 内政 策 の運営 が

現 状 を もた ら した主 要 因 で ある､ と強調 す るが ､ そ の他

の要 因 も重 要 で あ る｡

例 え ば､ 市場- の 不十 分 な ア ク セス､原 材料 価 格 の低

下 が あげ られ ､ これ らは債務 国の貿 易改善 の可能 性 を滅

少 させ て しま ってい る ｡

23. O Bサ ミッ トは､ 開発途 上 国の債 務 を解 決す る短期 ､

中期 ､長 期 的 推進 を提 案 す る用意 が あ る○



A) 本会議 は､ 第 三 世界 の緊急 を要 す る債務 問題

解 決 の た めに､ 緊急措置 の採択 を呼 びか け る｡

そ の措 置 の 中には､ 必要 を場 合 は短期 的 モ

ラ トリア ム､ 実 質 金利の低 下､ 支 払 い期 間の

延長 ､ あるい は債 務 の全 体的 をh L部分的取

消 し等 が考 え られ る｡

B)

C)

D)

さ らに､ 会議 は IM F資 金 の拡 大 を呼 びか
I

け る ｡ -.

しか し､ IM F条件 は債 務 国 の社 会､政 治

状 況及 び 開発 途上 国の 開発戦 略 に対 し､配 慮

をすべ きで ある ｡

上記措 置 によb得 られ た猶 予期 間 は､経済

危 機 に対 処 す る危機 管理 か ら､ よ b有 意義 を

改革 に注意 を移行 す る ために使 われ るべ きで

ある｡

短 期 的措置 は､長期 的 かつ基 本 的 を構造改

革 の一環 で浸けれ ば覆 らない｡

本会 議 は､ 貿 易､ 開発 途 上 国 の債務 ､ 先進

国 の財政 赤 字 お よび為替 レー トの安定化､ と

い った相互 関連 の ある諸課題 を総 合 的 に検討

し､ 従 って可能 を隈 b早期 に主 要 通貨 会議 を

招集 す る こ とを奨 励す る｡

24. 自由貿 易 に関す る今 ま での諸提 案 は､ 1カ国 ない

し数 カ国の主 要 国の反対 で失敗 に終 ってい る｡ 従 つ

て､本 会議 は工業 製 品､農 産 物 お よび サー ビスを包



含 す る保 穫 主義に対 す る新 た を コー ドに優 先 的 夜注 目を

与 え る意 図で ある○ こ の三部 門全 て を検討す るには既 存

の 取 b決 めでは不 十分 で ある○

25. 会 議 は､ 急 速 を技術 移 転 も含 め た､ 開発 途 上諸 国の 開

発 を加速 させ る よ う提 案 す る意 図が ある｡ 官 民 双方 の チ

ヤ ンネル を通 じた開発 途 上 国- の資金 の流 れ を維 持 し､

増 大 させ るた めの特 定 措 置 を使 節団派遣 ､協 議 ､ 広報活

動 等 に よb促 進す る こ とを提案す る｡

そ のためには､ 開発 問題 の深刻 さ､ 緊急 性 お よび 開発

途 上 ･先進諸 国 双方 に とって､ 共通 の利 害 に関す る先進

諸 国 の世 論 の認 識 を深 め る持続 的 努 力が 要 請 され る｡

会 議 は､極 めて深刻 な人 口問題 に特別 を注 目を払 って

い く｡

26. 貧 困､飢 え お よび災 害 に最 も苦 しめ られ てい る最低 開

発 途上 国に対 す る政府 開発援 助 の重 要性 に鑑 み､ これ ら

の国 々に対す る譲 与 的援 助 の急増 な らびに各 国の所得 と

金 融源 の拡 大 のた めの措 置 を も奨励 す るた めに､ 援 助供

与 国 との協議 を行 な う｡

27. 会議 は､ 開発 協 力拡 大 の長 期 的 プ ログ ラムを徐 々に定

義 し､ 支 持 を獲 得 す るた めに開発途 上 国 ､先進 国双 方 に



寡

おけ る広範 を基 盤 に立 った協議 を展 開す る ことを決定

した｡ 1980年代 の現 実 を反映 した 同 プ ログ ラムは､

開発途上 国の持続的経 済成長 を促進 し､個 々の特 定 -

- ズ と 目標 を尊重 し､従 って､世 界経済 全体 の再活性

化 に積極 的 に参 加 しうる よ う､ 少 な くとも今後 10年

間の整合性 あ る持続 的努 力に先 進 国､ 開発途上 国双方

が完全 に参加す る ことを必要 とす る｡
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28. 会議 は ､人類 ､軍縮 ､平和､世 界開発が 直面す る重

要 を問題 を検 討 し､解決す るために国連 が果 した重要

夜役割 を再確 認す る｡


